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様式第３号（第１０条関係） 

 

積算疑義の申立に対する回答書 

１ 案件番号 2024100664002 

２ 工 事 名 安佐町古堀地区小規模崩壊地復旧工事（６－１） 

３ 開 札 日 令和６年１２月９日 

（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日） 

 

申立内容 回   答 

現場内小運搬（モノレール）単第0-0025表に

おける単価について、物価調査会・経済調査

会での平均値での採用となっているか。 

 

 

又土木工事施工条件に「令和５年度治山林道

必携（積算・施工編）を適用している」と記

載されていますが、経費計算は令和６年度で

積算されていますがどうでしょうか？ 

モノレールの単価について、建設物価調査会

の単価を採用していました。建設物価調査会

と経済調査会の単価を平均した値が正しい

です。 

 

土木工事施工条件に記載のとおり令和５年

度治山林道必携（積算・施工編）を適用して

います。 

 

検証結果 

 
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。 
しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公

表します。 

 


